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「JPNIC におけるアドレス空間管理ポリシー」新旧対照表 

現在の文書 改定後の文書 

14.3 JPNIC 契約組織間移転の要件 

(中略) 

JPNIC 契約組織間移転の対象となる IPv4 アドレス空間

の要件 

  ・移転元となる JPNIC契約組織を管理者として JPNIC

データベースに登録されている IPv4アドレス空間

であること 

 

 

 

 

 

  ・最小移転サイズは/24とする 

14.3 JPNIC 契約組織間移転の要件 

(中略) 

JPNIC 契約組織間移転の対象となる IPv4 アドレス空間

の要件 

  ・移転元となる JPNIC契約組織を管理者として JPNIC

データベースに登録されている IPv4アドレス空間

であること 

  ・対象となる IPv4アドレス空間が「/8 相当の最後の

APNIC における IPv4未割り振り在庫」から委任また

は割り当てが行われている場合、移転元となる

JPNIC 契約組織への委任または割り当てから少なく

とも 5年を経過していること 

  ・最小移転サイズは/24とする 

14.4 国際移転の要件 

(中略) 

国際移転の対象となる IPv4 アドレス空間の要件 

・次のいずれかに該当する IPv4アドレス空間であるこ

と 

  ・JPNIC契約組織が移転元となるケースでは、当該組

織が管理者として JPNICデータベースに登録されて

いる IPv4アドレス空間 

   

 

 

 

 

 

・移転対象レジストリ契約組織が移転元となるケース

では、当該組織が管理者として移転対象レジストリ

のデータベースに登録されている IPv4 アドレス空

間 

 

 

(中略) 

 

国際移転における移転元の要件 

14.4 国際移転の要件 

(中略) 

国際移転の対象となる IPv4 アドレス空間の要件 

・次のいずれかに該当する IPv4アドレス空間であるこ

と 

  ・JPNIC契約組織が移転元となるケースでは、当該組

織が管理者として JPNICデータベースに登録されて

いる IPv4アドレス空間であること。加えて、対象

となる IPv4 アドレス空間が「/8相当の最後の

APNIC における IPv4未割り振り在庫」から委任また

は割り当てが行われている場合、移転元となる

JPNIC 契約組織への委任または割り当てから少なく

とも 5年を経過していること 

  ・移転対象レジストリ契約組織が移転元となるケース

では、当該組織が管理者として移転対象レジストリ

のデータベースに登録されている IPv4 アドレス空

間であること 

 

 

(中略) 

 

国際移転における移転元の要件 

・ 国際移転の場合、移転元の要件は、移転元となる組
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・ 国際移転の場合、移転元の要件は、移転元となる組

織が契約しているレジストリがそれぞれ定めるもの

とする。 

・ JPNIC 契約組織が移転元となる場合は、14.3項にて

「JPNIC契約組織間における移転元の要件」として

定めた要件が適用される。 

・ 移転対象レジストリ契約組織が移転元となる場合

は、移転対象レジストリが定義している要件が適用

される。 

 

国際移転における移転先の要件 

・ 国際移転の場合、移転先の要件は、移転先となる組織

が契約しているレジストリがそれぞれ定めるものとす

る。 

・ JPNIC 契約組織が移転先となる場合は 14.3 項にて

「JPNIC 契約組織間における移転先の要件」として定め

た要件が適用される。これに加え国際移転の場合、移

転先は、移転申請前に、JPNIC から移転可能 IPv4 アド

レスサイズの通知を受けていることが必須となる。詳細

は「14.5 JPNIC からの移転可能 IPv4 アドレスサイズの

通知」項参照。 

 

織が契約しているレジストリがそれぞれ定めるもの

とする 

・ JPNIC 契約組織が移転元となる場合は、14.3項にて

「JPNIC契約組織間における移転元の要件」として

定めた要件が適用される 

・ 移転対象レジストリ契約組織が移転元となる場合

は、移転対象レジストリが定義している要件が適用

される 

 

国際移転における移転先の要件 

・ 国際移転の場合、移転先の要件は、移転先となる組織

が契約しているレジストリがそれぞれ定めるものとする 

・ JPNIC 契約組織が移転先となる場合は 14.3 項にて

「JPNIC 契約組織間における移転先の要件」として定め

た要件が適用される。これに加え国際移転の場合、移

転先は、移転申請前に、JPNIC から移転可能 IPv4 アド

レスサイズの通知を受けていることが必須となる。詳細

は「14.5 JPNIC からの移転可能 IPv4 アドレスサイズの

通知」項参照 

 

15 IP アドレス管理指定事業者の合併、買収、および継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 登録情報の更新 

15 IP アドレス管理指定事業者の合併、買収、および継承 

 

JPNIC は合併、買収、および継承に伴う移管の処理を行

い、その結果を記録する。 

対象となる IPv4 アドレス空間が「/8 相当の最後の APNIC

における IPv4 未割り振り在庫」から委任されている場合、委

任から少なくとも 5 年を経過していない場合には、移管する

ことができない。委任から 5 年を経過するまでの間に、IPv4

アドレスを必要としていた理由が有効ではなくなった場合に

は、対象となる IPv4 アドレス空間は JPNIC に返却しなけれ

ばならない。 

 

15.1 登録情報の更新 


